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付 3

平成 19年 10月 12日

青森県原子カセンター

日本 原 燃 株 式 会 社

湖沼水 (尾験沼)の トリチウム測定結果

(平成 19年度第 1四半期)について

1.は じめに

青森県及び日本原燃株式会社はモニタリング計画に基づき、湖沼水 (尾駁沼)3地点において、
表層水のトリチウムの調査を行つている。平成 19年度第 1四半期の測定結果に平常の変動幅を上回
つた地点があったため、再処理工場から海洋へのトリチウムの放出状況及び湖沼水の塩分とトリチ

ウム濃度の関係を検討した結果、再処理工場アクティブ試験の影響によるものと考えられた。

2.湖沼水のトリチウム測定結果
湖沼水のトリチウム測定結果を表 1に、測定地点を図1に各々示す。日本原燃 (株)実施分の尾

駁沼 1及び尾駁沼2の トリチウム測定結果が平常の変動幅を上回つた。

表 1	 湖沼水のトリチウム測定結果 (単位 :Bq/L)

測定機関 採取地点 採取日 トリチウム測定結果
過去の

測定値の範囲

平常の

変動幅

青森県 尾駁沼 H19。 4。 18 ND ND

ND日本原燃 (株) 尾験沼 1 H19。 4.17 2 ND

日本原燃 (株) 尾験沼 2 H19。 4.17 3 ND

3。 再処理工場から海洋へのトリチウムの放出状況とモニタリング結果
ノ

採取地点 (尾駁沼 2:表層)

(株)採取地点 (尾駁沼 1:表層)

青森県	採取地点 (尾駁沼:表層)

図 1	 湖沼水 (尾駁沼)の採取地点

再処理工場排水口

(沖合約 3km、 水深約44m)
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再処理工場から海洋へのトリチウムの放出状況とモニタリングにおける海水及び湖沼水のトリチ

ウム測定結果は表 2の とおりである。

再処理工場からのトリチウムを含む放射性液体廃棄物は安全を確認後、図2に示すとおり海洋放

出口 (沖合約 3km、 水深約 440から六ヶ所前面海域に放出されている。

4月 6日 及び4月 7日 に再処理工場から海洋へのトリチウムの放出があり、4月 10日 に日本原

燃 (株)が調査した海水のトリチウムはNDであった。その後4月 14日 に放出があり、3日 後の

4月 17日 に日本原燃 (株)力 調`査した湖沼水のトリチウム濃度は尾験沼1及び尾駁沼2でそれぞ

れ 2	Bq/L及 び3	Bq/Lであり、その翌日の4月 18日 に青森県が調査した尾駁沼のトリチウム濃度は

NDであった。

表2	 再処理工場から海洋へのトリチウムの放出状況等

年月 日

放出状況 モニタリング結果

トリチウムの放出量 (Bq)

(排水量 (m3))

トリチウムの放出

濃度(Bq/L)
(注 1)

トリチウム濃度

Oq/L)
塩 分
(注 2)

平成 19年 4月 6日
5.1× 109

(425.5)

1.2× 104

平成 19年 4月 7日
6.3× 1012

(377.6)

1.7× 107

平成 19年 4月 10日

海水 (日 本原燃 (株))

ND
(注 3)

35

平成 19年 4月 11日

海水 (青森県)

ND
(注 4)

34

平成 19年 4月 14日
7.4× 1012

(587.1)

1.3× 107

平成 19年 4月 17日

湖沼水 (日 本原燃 (株))

２

３

(尾駁沼 1)

(尾駁沼2)

6.0

13

平成 19年 4月 18日
湖沼水 (青森県)

ND梶 験沼) 4.0
(注 1)トリチウムの放出濃度 :放出状況のトリチウムの放出量 (Bq)と 排水量 (m3)か ら算出した^

(注 2)塩分は、標準海水に対する試料海水の電気伝導度の比で定義される。この値は無次元であり、数値だけで
表示される。

(注 3)全地点 (3地点 :放出口付近、放出口北5km地点、放出口南5km地点)において ND。
(注 4)全地点 (3地点 :放出口付近、放出口北 20km地点、放出口南 20km地点)において Dヽ。

4.検討結果

尾駁沼は汽水湖であり海域から湖沼への海水の流入があることから海水からの影響を把握するた

めに、採取した湖沼水の塩分の測定を行つている。

これまでの調査結果においては、尾駁沼への海水の影響度合いを示す塩分は410～ 27(標準

海水の塩分は約 35)であり、	トリチウム濃度は全てNDであった。一方、今四半期については塩
分が高いほど、すなわち尾駁沼への海水の影響が大きいほどトリチウム濃度も高くなる傾向を示し

ている。

このようなことから、再処理工場から放出されたトリチウムを含む放出水が海域において海水と

混合され、その海水の一部が潮汐等によつて尾駁沼に流入したと推定された。よって、今四半期の

湖沼水 (尾駁沼)の トリチウム測定結果が平常の変動幅を上回つたのは、再処理工場アクティブ試

験に伴う放出水の影響によるものと考えられる。
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